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一般社団法人シェアリングエコノミー協会

団体名称：

一般社団法人シェアリングエコノミー協会

英語表記：

Sharing Economy Association, Japan

所在地：

東京都千代田区平河町2-5-3 Nagatacho GRID

HP：http://sharing-economy.jp
お問い合わせ：info@sharing-economy.jp
電話番号 03-5759-0306
設立：2016年1月15日
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協会がめざすもの

すべての人が様々なカタチで、

経済行為に参加できる社会の実現

新しい経済行為を活性化させ、

日本経済全体の発展に寄与すること

プラットフォーム事業者の健全なる

ビジネス環境と利用者保護体制の整備
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シェアリングエコノミーとは

インターネット上のプラットフォームを介して個人間でシェア（貸借や売買や提供）をしていく新しい経済の動き

11

シェア×モノ
フリマ・レンタルサービス

シェア×空間
ホームシェア・駐車場・会議室

シェア×移動
ライドシェア・シェアサイクル

シェアリングエコノミーは

おもに5つに分類されます。

シェア×スキル
家事代行・育児・知識・料理・介護

シェア×お金
クラウドファンディング



        

シェアリングエコノミーとは

インターネット上のプラットフォームを介して個人間でシェア（貸借や売買や提供）をしていく新しい経済の動き
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トラブルの内容/対応状況と浮かび上がる課題

トラブル発生時の対応、窓口の種類（チャット、

電話、メール）、対応までの時間

保険制度の拡充

業界全体の底上げ（ノウハウ・ベストプラクティ

スの共有等）、本人確認と利用のためのハードル

のバランス
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シェアリングエコノミー認証制度とは
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認証マーク取得のメリット

シェアリングエコノミー認証マークの付与

シェアリングエコノミー検討会議中間報告書（2016年11月に内閣官房IT総合戦
略室が発表）のモデルガイドラインをもとに、政府による規制枠組みと民間の
自主規制を組み合わせたハイブリッドなルールを策定。

認証マークは、シェアリングエコノミー未経験者の不安を取り除き、シェアサ
ービスを1回でも利用してもらうことを目的とし、外部有識者を含む委員会によ
るサービスの認証を通じて、安全性及び信頼性の確保に真摯に取り組んでいる
プラットフォーム事業者を明らかにすると同時に、その取り組みをベストプラ
クティスとして規範化して各サービスの質を向上させることを目的とする。

A. 他のシェアサービスとの差別化
B. 保険料の割引（最大60％OFF）の適用
C. 自治体連携の円滑化
D.海外展開への寄与（今後、日本の認証基準が国際標準
になるよう国際会議の場で積極的にPRする予定）

シェアリングエコノミーの安全性の取り組みと課題
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シェアリングエコノミー認証取得企業一覧（2018年9月現在） 16



    

シェアリングエコノミー認証取得企業一覧（2018年9月現在） 17
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ビジネスと法規制
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シェアリングエコノミーに関係する個別取引の関係法令

シェア形態 主な関連法令
自動車（ライドシェア） 道路運送法

自動車損害賠償保障法
旅客自動車運送事業運輸規則

自動車（貨物運搬シェア） 貨物自動車運送事業法
自動車損害賠償保障法

自動車（カーシェア） 道路運送法
自動車損害賠償保障法
道路運送車両法

宿泊所（自宅の一部） 旅館業法
旅行業法

別荘 旅館業法
旅行業法

労働力 労働者派遣法
料理 食品衛生法
観光ガイド 通訳案内士法

道路運送法
旅行業法

資金 貸金業法
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制度創設に当たっての背景
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シェアリングエコノミー検討会議・認証制度創設の背景等

米国や英国・ドイツなどの諸外国と比較して、シェア
リングエコノミーの認知度や利用率が総じて低い。日本の現状

背景・理由

「事故やトラブル時の対応に不安があるから」とい
う意見・考えが浸透（40～50％）している。
「行政による規制やルールの整備・強化が必要であ
る」と回答した人が半数を超えている。

※『平成28年版情報通信白書』、PwC「国内シェアリング

エコノミーに関する意識調査 2017」の調査結果を参照

課題
サービスを実装していく上で、安全性・信頼性の確
保や認知度を向上させなければならない。
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シェアリングエコノミー検討会議中間報告書 概要

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon bunka/shiearing
u/chuukanhoukokusho.pdf
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シェアリングエコノミー認証制度の
仕組み
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2017年3月1日 第1回委員会

6月1日 ローンチ・申請受付

7月25日 第1号グループに認証マーク付与（6社6サービス）

11月9日 第2号グループに認証マーク付与（9社9サービス）

2018年3月9日 第3号グループに認証マーク付与（3社3サービス）

9月上旬 第4号グループに認証マーク付与予定

スケジュール 35
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ISO対応状況



Copyright (c) Sharing Economy Association, Japan all rights reserved.

2017年3月 IWAカンファレンス＠カナダ

5月～ 経済産業省国際標準課・日本規格協会（JSA）と連携開始。
9月 IWA27“Guiding principles and framework for the sharing economy”発行

2018年2月 BSI（英国規格協会）と連携してモデルガイドラインの
規格化（PAS）に向けて活動開始

5月 太平洋地域標準会議（PASC）（＠岡山）にて登壇・発表
6月 北東アジア標準化協力会議(NEASF＠杭州)にて登壇・発表
7月～10月 Steering Group meeting（＠英国）にて議論
8月 ISO TC設置提案

➡ 2018年度中にPAS完成目標、2019年度ISO化目標

ISO対応状況 37
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認証制度の今後の展望

ＰＤＣＡサイクルの高速回転（制度＋各

プラットフォーマー）による業界全体の

底上げ

利用者側・提供者側のモデルガイドライ

ンの策定に向けた動き

国際標準化に向けた動き
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国際的な議論の流れ

海外ではサプライヤーであるＣの急激な増加

による社会的な弊害（Ex.中国のシェアサイ

クル等）が出てきている。

認証ルールを設けて自主的に律する日本型の

ルールメイクの在り方が注目を浴び始めてい

る。

現在国際標準化に興味を持っているのは、英

国、オランダ、中国、韓国、台湾、カナダ、

シンガポール、オーストラリアなど
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プラットフォーマーの意識

シェアリングエコノミ―業界をはじめ、いわ

ゆるプラットフォーマーがビジネスの中心と

なっている。

プラットフォームビジネスは、いかに利用者

にとって便利な「場」を作れるかが勝負。

つまり、利用者（消費者）ファーストで、常

に利用者の動態・感度・満足度を見ていない

とビジネスがそもそも成立せず、消費者から

の評判が落ちれば事業が衰退することになる。
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認証制度を運用してみて

プラットフォーム自身が数百人規模の運営会

社であればリソースも割いて消費者保護やセ

キュリティ保護のための施策を打てる。

他方、スタートアップはリソースにも限界が

ある。

そこで、業界団体に属しながら、他社のヒヤ

リハット事例なども参照しつつ、業界全体の

底上げを図り、連携してステップアップして

いくことが非常に重要。
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認証制度を運用してみて

シェアリングエコノミー認証制度はプラット

フォーマーのあるべき姿を示すものだが、認

知度の低さが課題。

プラットフォーマーだけではなく、市場に参

加しているユーザー（提供者・利用者）側の

意識改革・啓蒙活動が必要。

新しいルールメイキングの手段の一つとして、

今後変化の激しいビジネス分野では共同規制

モデルは主流になっていくのではないか。
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